
佐世保市子ども未来部

佐世保市の子育て支援《事業概要編》
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事前配付資料１



2（こども家庭庁： 「令和4年度 少子化の状況及び少子化への対処施策の概況」少子化社会対策白書より）

子どもに関する現状① 出生数及び合計特殊出生率の推移（全国）
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取扱注）長崎県・佐世保市の数値は概数（正式値ではありません。） 3

●出生数及び合計特殊出生率の推移

子どもに関する現状② 少子化の進行（佐世保市）
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共働き世代数増

⇒仕事と子育ての両立できる環境
づくり、社会全体の働き方改革が
求められている

◆育児休業取得率の割合
（厚生労働省：「令和４年度雇用均等基本調査」より）

【2022年度】

女性：80.2％
男性：17.13％ （前年度 13.97％ ＋3.16％）

男性の育休取得率は増加している
が、まだまだ低い…

※国の目標値（こども未来戦略より）

20２５年までに５０％
２０３０年までに８５％

子どもに関する現状③ 共働き世帯の推移（全国）



5
（こども家庭庁 「令和５年４月の待機児童数調査のポイント」から引

用）

子どもに関する現状④ 保育所等待機児童数及び保育所等利用率の推移（全国）
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この１０年以上（平成17年以降）連続して、
年度当初（４月1日）時点における 待機児童はゼロ
年度途中（１０月1日）時点においても令和２年度以降 待機児童はゼロ

H27.4 H27.10 H28.4 H28.10 H29.4 H29.10 H30.4 Ｈ30.10 H31.4 R1.10 R2.4 R2.10 R3.4 R3.10 R４.4 R４.10

定員総数 6,706 6,706 6,732 6,732 6,805 6,805 6,861 6,961 7,039 7,039 7,161 7,161 7,265 7,390 7,390 7,390

待機児童数 0 11 0 46 0 21 0 5 0 41 0 0 0 0 0 0

子どもに関する現状⑤ 保育所等待機児童数の推移（佐世保市）

R5.4 R5.10 R６.4 R6.10

定員総数 7,400 7,404 7,379 7,379

待機児童数 0 0 0 0



●子ども未来部における『組織体制』
「５課 ５係 ３グループ ３施設」 

部名 課名 係名 主な役割

子
ど
も
未
来
部

子ども政策課 総務企画係
子ども育成係

●子ども・子育てに係る計画の総合的な推進
●部内予算及び業務の総括
●児童福祉施設等に対する指導監査等
●児童センターの運営支援
●放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の推進
●ファミリーサポートセンターの運営支援

保育幼稚園課 施設支援係
利用者支援係
東部子育て支援センター（施設）
北部子育て支援センター（施設）
【補助執行】幼児教育センター
【補助執行】白南風幼稚園

●保育所及び認定こども園等の諸手続きに関する業務
●私立保育所等、認定こども園等の施設運営支援
●公立保育所・幼稚園等の予算及び施設管理、運営
●地域子育て支援センターの運営支援
●病児保育事業の推進

子ども支援課 子ども支援係 ●手当給付（福祉医療制度・児童手当・児童扶養手当）
●ひとり親家庭への支援（母子家庭等自立支援事業等）

すこやか子どもセン
ター 

子ども保健グループ
子ども子育て応援グループ
総務グループ

●母子保健の推進
（母子健康診査・育児相談支援・医療サービス等）
●児童とその家族及び妊産婦の福祉等に関する相談支援

子ども発達センター
（施設）

すぎのこ園（施設）

●「親子交流部門」による育児相談等による子育て支援
●「療育部門」による医師診療・リハビリ・学校訪問 等
●発達に遅れや気がかりのある就学前の児童を対象とし

た児童発達支援センターによる支援

子ども未来部の組織･機構
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佐世保市子ども未来部マップ
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国の動向① こども家庭庁の創設

◆こども家庭庁とは（令和５年４月創設）

こども家庭庁のスローガンは「こどもまんなか」。わたしたちはみなさん一人ひとりの意見を聴いてその声をまんなかに
置きアクションしていきます。そしてみなさんにとって最もよいことは何かを考えて、政策に反映していきます。みなさ
んや子育てしている人たちの困っていることに向き合い、いざというときに守るための仕組みをつくっていきます。こど
も・若者がぶつかるさまざまな課題を解決し、大人が中心になって作ってきた社会を「こどもまんなか」社会へと作り変
えていくための司令塔、それがこども家庭庁です。

常に子どもの最善の利益を考え、子どもに関する取り組みや政策
を社会の真ん中に据える「こどもまんなか社会」の実現を掲げる。

こども家庭庁創設

「こども基本法」施行

「こども未来戦略」

決定

「こども大綱」

策定

◆こども家庭庁設置後の動向

『こども未来戦略』

～「日本のラストチャンス」
２０３０年に向けて～

・少子化のスピードが加速
・若者が急激に減少する2030年まで
がラストチャンス

◆少子化対策
◆経済成長実現

次元の異なる少子化対策を推進※R6.5にアクションプラン「こどもまんなか実行計画2024」を決定し、
幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示している

R5.4

R5.12
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国の動向② こども基本法の制定
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（１）若い世代の所得を増やす

（２）社会全体の構造・意識を変える

（３）全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する

１．加速化プランにおいて実施する具体的な施策

（１）ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組

（２）全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

（３）共働き・共育ての推進

（４）こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革

２．「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保

３．こども・子育て予算倍増に向けた大枠

１． こども・子育て政策の課題

（１）若い世代が結婚・子育ての将来展望が描けない

（２）子育てしづらい社会環境や子育てと両立しにくい職場環境がある

（３）子育ての経済的・精神的負担や子育て世帯の不公平感が存在する

２． ３つの基本理念

３． 「加速化プラン」～今後３年間の集中的な取組～

国の動向③ こども未来戦略 概要 （１/2）
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⇒子ども未来部
所管業務

※従来の妊娠・出産から
子育て期における各種支援
⇒ さらなる拡充

＋

「自営業・フリーランスの育児

期間の保険料免除」

「男性育休取得推進」

「住宅支援」

「看護休暇」

「授業料減免」「授業料後払い」

概 要

国の動向③ こども未来戦略 概要 （２/2）



「佐世保市子ども・子育て会議」とは

平成２７年度から「子どもと子育て支援新制度」がスタートしました。
“子ども・子育て支援法”に基づき、平成２５年７月に「佐世保市子ども・子育て会議」を設置し、
令和６年度は、「佐世保市子どもまんなか計画」の策定について協議しました。
この会議において定期的に計画の進捗管理と点検・評価を行います。

また、平成２８年４月中核市へ移行に伴い、児童福祉審議会が所掌する保育所設置認可に対する意見
具申等の事務も担います。

○令和4年度：５回開催
うち全体会２回

分科会３回（分科会主な内容）プラン中間見直し（分科会2回） 施設整備（分科会１回）
○令和5年度：４回開催
うち全体会３回（令和５年８月・10月・令和６年２月）

分科会１回（ファミリーサポートセンター事業者選定）令和5年１０月）
○令和６年度：９回開催
うち全体会 2回（令和６年１２月・令和７年２月）

分科会７回（プラン策定（分科会6回（令和６年8月～10月）） 施設整備（分科会1回）
○令和７年度：１回開催済
うち全体会１回（令和７年９月）

13

佐世保市子ども・子育て会議について
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子どもが尊重され、幸せに育つとともに、子どもが
 誇りを持つことのできるまちとなることを目指して！

<基本理念>

①子どもの人格が尊重され、最善の利益が考えられること
②子どもが優しさやたくましさを身につけ、人を愛し、郷土や国を愛し、
世界の平和を願い、自然を大切にする心、社会の役に立とうとする
意識、世界に通じる広い視野と豊かな国際感覚を養うことができる

        よう支援されること。

<役 割>
◇市民の役割 ・・・・子どもの育成に積極的にかかわるよう努める。
◇保護者の役割・・・子どもが基本的な習慣や社会的ルールを身につけるよう努める。
◇地域等の役割・・・子どもを育てる活動を積極的に進め、地域コミュニティの輪の拡大に努める。
◇学校等の役割 ・・保護者や地域と連携を図り、心身の健康と安全確保に努める。
◇企業等の役割 ・・子どもの育成に関する活動に協力するよう努める。
◇市の責任と役割・・社会全体で子どもを育むための施策を実施するとともに、子どもに関する

施策の総合化に向けた取組みを行う。

佐世保市子ども育成条例 平成18年6月29日公布・施行



分野 政策 施策 

ひ 

と 

子ども未来政策 
① 母子保健の推進   ② 地域での子育て支援 

③ 幼児教育・保育の充実  ④ 経済的支援の推進 

教育政策 
① 学校教育の充実   ② 豊かな心を育むまちづくり 

③ 生涯学習の充実 

し
ご
と 

経済政策 

① 観光の振興   ② 地場企業の振興 

③ 企業立地の推進   ④ ふるさと納税制度の推進 

⑤ 競輪事業収益の確保 

農林水産政策 ① 農林業の振興   ② 水産業の振興 

ま 

ち 

都市政策 
① 持続可能な都市形成と拠点の再生 ② 安全で快適な住環境の確保 

③ 公園の適切な管理・運営 

上下水道政策 ① 水の安定供給の推進  ② 公共下水道の普及と安定処理 

土木政策 
① 市内の円滑な循環を阻害する渋滞箇所等の改善 

② 土木施設の安全・機能確保 

環境政策 
① カーボンニュートラルの推進  ② 環境保全活動の推進 

③ ごみの減量化と適正処理の促進 

港湾政策 ① 人流と物流を支えるみなとづくり 

基地政策 ① 基地との共存共生の推進 

く
ら
し 

市民生活政策 
① 地域コミュニティの活性化の推進 ② 安全安心施策の推進 

③ 人権尊重と男女共同参画社会の推進 

保健福祉政策 

① 健康づくりの推進   ② 質の高い地域医療体制の確保・充実 

③ 高齢者になっても健康で自立した生活ができる環境づくり 

④ 障がい者の自立と社会参加の環境づくり 

⑤ 健康を守る安全な生活環境づくり ⑥ 国民健康保険事業等の適切な実施 

⑦ 生活保護の適正な実施と自立促進 

文化スポーツ政策 ① 文化振興・国際交流の推進  ② スポーツの充実 

消防政策 
① 火災や自然災害対策の推進  ② 救急・救助の高度化 

③ 火災予防対策の推進 

防災危機管理政策 ① 災害や緊急事態に対応できる体制の充実強化 

行
政
経
営 

経営１ 的確な分析による戦略的な行政経営の推進 

経営２ 市民の視点に立った行政基盤の整備 

経営３ 健全で持続可能な財政運営の推進 

経営４ 効果的で効率的な行政運営の推進 

経営５ 魅力あふれる持続可能な地域づくり 
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第7次佐世保市総合計画（後期基本計画）（令和6年度～9年度）

総合計画政策・施策体系



計画の基本方針

海風 薫り 世界へはばたく

“キラっ都” SASEBO

子どもを安心して産み、楽しく育て、子どもが健やかに成長できるまち

本計画は、本市が ｢育み、学び、認め合う『人財』育成都市｣ を目指す中で、「子どもを安心して産み、楽
しく育て、子どもが健やかに成長できるまち」の実現にあたり、その施策や具体的な取組を定め共有を図るこ
とを目的としたもの
本計画に基づき、これから妊娠を希望する方への更なる支援と、妊娠・出産・産後・子育て期、それぞれの
ステージに応じ、切れ目なくサービスを提供していく

第７次 佐世保市総合計画（後期基本計画）で定めた

佐世保市の将来のイメージ

本計画は「ひと」分野となります。

と

しごと

ま ち くらし

活力あふれる 国際都市

西九州を牽引する 創造都市 地域が社会を築く 安心都市

ひ と
育み、学び、認め合う「人財」育成都市

計画の趣旨

計画期間

令和７（２０２５）年度から令和１１（２０２９）年度までの５か年間

「佐世保市子どもまんなか計画」について
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「佐世保市子どもまんなか計画」について

⚫ 令和5年4月1日に施行されたこども基本法第10条において、市町村は、国が
策定するこども大綱と都道府県が策定する都道府県こども計画を勘案して、
「市町村こども計画」を策定するよう努力義務が課せられた。

⚫ こども大綱では、 「こどもまんなか社会」の実現に向け、こどもや若者、子育て
当事者等の意見を取り入れながら、特定のライフステージのみでなく、ライフス
テージを通した縦断的な施策を進めることとされている。

⚫ 「市町村こども計画」は、市町村子ども・子育て支援事業計画など、既存の各
法令に基づく市町村計画と一体のものとして策定できるとされている。

◆「市町村こども計画」の趣旨

◆「佐世保市子どもまんなか計画」の策定について

⚫ 本市では、「第2期新させぼっ子未来プラン（次世代育成支援対策市町村行
動計画及び子ども・子育て支援事業事業計画）」の計画期間が令和6年度末を
もって終期を迎える。

⚫ この機会を捉えて、令和7年度を始期とする5ヶ年間の子ども・子育て支援事
業計画などを内包する「佐世保市子どもまんなか計画」の策定に取り組んだ。

平成27年度～令和元年度 令和2年度～令和6年度 令和7年度～令和11年度

佐世保市子どもまんなか計画
第２期

新させぼっ子未来プラン
新させぼっ子未来プラン

⚫ こども基本法第11条において、子ども施策を策定・実施・評価

するにあたっては、l子ども・若者の意見を反映させるために必
要な措置を講ずる旨が定められていることから、本市のこども
計画策定においてもアンケート・インタビューを介して、子ども・
若者からの意見聴取を行った。

全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこ
どもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成
の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長
することができ、心身の状況、置かれている環境等にかか
わらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神
的・社会的にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で
生活を送ることができる社会

こどもまんなか社会

「市町村こども計画」は、「こども基本
法第10条」に策定が努力義務として定め
られたもので、すべてのこども・若者が
身体的・精神的・社会的に幸福な生活を
送ることができる社会を実現していくこ
とを目的とされている。
国が掲げる「こどもまんなか社会」の実
現を目指し、本市における子ども・子育
て施策を総合的かつ計画的に推進するた
め、従来の「第2期新させぼっ子未来プ
ラン（次世代育成支援対策市町村行動計
画及び子ども・子育て支援事業計画）の
要素に加え、子ども・若者育成支援や子
どもの貧困対策等の要素を加え策定する。

「こども基本法第9条」に定められたも
ので、こども施策に関する基本的な方
針、こども施策に関する重要事項及び
こども施策を推進するために必要な事
項を定めるとともに、少子化対策基本
法、子ども・若者育成支援推進法、子
どもの貧困対策の推進に関する法律に
準拠したもの。

こども
大綱

都道府県
こども
計画

市町村
こども
計画
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「佐世保市子どもまんなか計画」について

◆「佐世保市子どもまんなか計画」と関係法令等との関係性

国が「市町村こども計画」として必要と規定する事項を網羅

法律名 計画名称 個別計画策定 法律等に基づく市町村こども計画としての必要事項 本計画に盛り込む内容

こども基本法
市町村
こども計画

努力義務

1.子ども・若者育成支援推進法（義務）
2.子どもの貧困対策の推進に関する法律（義務）
3.少子化対策基本法（義務）
4.その他各法令に基づく計画（努力義務）

下記の3つの法令に基づく計画を網羅

１．子ども・若者育成支援
推進法

市町村こども・若
者計画

努力義務

【子ども・若者育成支援推進大綱・基本的方針】
1.全ての子ども・若者の健やかな育成
2.困難を有する子ども・若者やその家族の支援
3.創造的な未来を切り拓く子ども・若者の応援
4.子ども・若者の成長のための社会環境の整備
5.子ども・若者の成長を支える担い手の養成・支援

⚫子どもの居場所づくり
⚫子育て支援
⚫児童虐待、自殺、貧困等の対策 等

２．子どもの貧困対策の
推進に関する法律

市町村計画 努力義務

【子どもの貧困対策に関する大綱・基本的方針】
1.教育の支援
2.生活の安定を資するための支援
3.保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労支援
4.経済的支援

⚫妊娠活動期から子育て期にわたる切れ目
ない支援

⚫ひとり親世帯への支援
⚫経済的支援（児童扶養手当など）等

３．少子化対策基本法 ー
計画策定に関する規
定なし

【少子化社会対策大綱・主な施策】
1.結婚支援
2.妊娠・出産への支援
3.仕事と子育ての両立
4.地域・社会による子育て支援
5.経済的支援

⚫妊娠・出産への支援（不妊治療など）
⚫仕事と子育ての両立
⚫地域での子育て支援
⚫経済的支援（児童手当など）等

法律名 計画名称 個別計画策定 法律等に基づく各計画としての必要事項 本計画に盛り込む内容

次世代育成支援
対策推進法

市町村行動計画 義務
1.施策の目標・KPI
2.施策毎具体的な取組内容及び実施時期

⚫目標値の設定（KPI）
⚫施策の具体的な取組内容

子ども・子育て支援法
市町村子ども・子
育て支援事業計画

義務

1.教育・保育提供区域の設定
2.教育・保育提供区域における各年度の教育・保育の量の見込み及び提供体制
の確保並びに実施時期

3.各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保並び
にその実施時期

4.確保方策（体制）の内容

⚫教育・保育の量の見込み及び提供体制の
確保

⚫地域子ども・子育て支援事業（19事業）の
量の見込み及び提供体制の確保

母子及び父子並びに
寡婦福祉法

ひとり親家庭等自
立促進計画

努力義務

支援・取り組み内容
・生活支援・経済的支援・就業支援・相談体制の充実
【参考：他都市の状況】
支援・取り組み内容（カテゴリー別）
1.相談体制及び情報発信の充実 2.就業支援
3.子育て・生活支援 4.経済的支援・養育費の確保
5.子どもへの支援

⚫生活支援
⚫経済的支援
⚫就業支援
⚫相談体制の充実

佐
世
保
市
子
ど
も
ま
ん
な
か
計
画

市
町
村
こ
ど
も
計
画

市
町
村
こ
ど
も
計
画
と
一
体
的
に
策
定
す
る
計
画
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子どもを安心して産み、楽しく育て、子どもが健やかに成長できるまち望まれる姿

母子保健の
推進

施策１

地域での
子育て支援

施策２

妊娠・出産等に関する知識の普及方向性１

母子への切れ目ない支援と育児
不安の軽減方向性２

子どもの療育と発達支援方向性３

地域における子育て支援の充実方向性１

地域における子どもの健全育成方向性２

幼児教育・
保育の充実

施策３

経済的支援
の推進

施策４

施策を支え
る包括的な
取組

経済的支援の推進方向性１

子ども・若者の育成・支援方向性１

幼児教育・保育における量の確保
と質の向上

方向性１

幼児教育・保育における多様な
事業・サービスの展開

方向性２

親や子の居場所づくり方向性２

共働き・共育ての推進方向性３

子育て情報提供と相談体制の充実方向性４

施策 施策の方向性 施策 施策の方向性

佐世保市子どもまんなか計画 施策体系
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放課後児童クラブの運営等による子どもの健全育成に資する地域で
の子どもの居場所づくりを図る。
また、地域の実情に応じた幼児教育・保育施設の量を確保するとともに、
多様な就労形態に応じた保育ニーズに対応できる体制を充実させる。

核家族化の進行と、地域でのコミュニケーションが希薄になってい
るため、子どもだけでなく、子育て中の保護者が孤立しないように、
多様な居場所づくりを進める。

項目（重要度の平均値順） 今回(R5)前回(H30) 増減

③子どもの医療費や教育費の負担軽減などの経済的な支援 1.95 1.92 +0.03

②障がいや発達に心配のある子どもに対する支援 1.86 1.73 +0.13

⑬保育所、放課後児童クラブ等の働きながら子どもを預けられる施設 1.85 1.75 +0.1

⑥子どもの健全育成のための居場所や遊び場づくり（児童センター、メリッタ
Kid’s 、 「きららパーク」 等）

1.78 1.53 +0.25

⑧延長保育など多様なニーズにこたえられる幼稚園・保育所等 1.78 1.69 +0.09

⑪子育てと仕事が両立できる職場環境づくり（ワークライフバランス） 1.72 1.59 +0.13

①安心して妊娠・出産できるための乳幼児健診などの母子保健サービス 1.67 1.70 -0.03

④児童手当や保育施設の利用申し込みなど行政手続の電子申請サービス 1.49 1.07 +0.42

⑨子育てに困ったときの相談窓口（ままんちさせぼ 等） 1.46 1.13 +0.33

⑫親子教室や子育て講座などの子育てについて学べる場の提供（父親向け育児
講座、離乳食講座 等）

1.34 0.99 +0.35

⑩子育てに関する情報提供（子育て応援サイト「すくすくSASEBO 」、子育て応援
アプリ「させぼっ子ナビ」 等）

1.24 1.03 +0.21

⑦親子同士の交流を図るための支援（地域子育て支援センター 等） 1.19 0.97 +0.22

⑤子育てサークルなど地域での自主的な子育て活動への支援 1.12 0.74 +0.38

項目（満足度の平均値順） 今回(R5)前回(H30) 増減

①安心して妊娠・出産できるための乳幼児健診などの母子保健サービス 1.05 1.07 -0.02

⑧延長保育など多様なニーズにこたえられる幼稚園・保育所等 0.74 0.67 +0.07

②障がいや発達に心配のある子どもに対する支援 0.63 0.61 +0.02

⑦親子同士の交流を図るための支援（地域子育て支援センター 等） 0.59 0.64 -0.05

⑨子育てに困ったときの相談窓口（ままんちさせぼ 等） 0.55 0.38 +0.17

⑤子育てサークルなど地域での自主的な子育て活動への支援 0.53 0.49 +0.04

④児童手当や保育施設の利用申し込みなど行政手続の電子申請サービス 0.46 0.26 +0.2

⑬保育所、放課後児童クラブ等の働きながら子どもを預けられる施設 0.45 0.30 +0.15

⑫親子教室や子育て講座などの子育てについて学べる場の提供（父親向け育児
講座、離乳食講座 等）

0.44 0.58 -0.14

⑩子育てに関する情報提供（子育て応援サイト「すくすくSASEBO 」、子育て応援
アプリ「させぼっ子ナビ」 等）

0.42 0.26 +0.16

⑥子どもの健全育成のための居場所や遊び場づくり（児童センター、メリッタ
Kid’s 、 「きららパーク」 等）

0.17 0.37 -0.2

③子どもの医療費や教育費の負担軽減などの経済的な支援 0.05 0.46 -0.41

⑪子育てと仕事が両立できる職場環境づくり（ワークライフバランス） -0.20 -0.22 +0.02
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分野別「重要度」「満足度」の分布状況

重要度高く、満足度低い

重要度低く、満足度低い

重要度高く、満足度高い

重要度低く、満足度高い

③子どもの医療費や教育費の負
担軽減などの経済的な支援

⑬保育所、放課後児童クラブ等
の働きながら子どもを預けら
れる施設

⑥子どもの健全育成のための居
場所や遊び場づくり

⑪子育てと仕事が両立できる職
場環境づくり
（ワークライフバランス）

④児童手当や保育施設の利用申
し込みなど行政手続の電子申
請サービス

Ａ群の項目

子育て家庭への経済的支援を推進するため、児童手当や児童扶養手
当、福祉医療費などについて、適切な運用に努める。

子育ての男女共同参画やワークライフバランスへの意識啓発及び育児
休業等の各種制度による支援を推進する。
地域の実情に応じた幼児教育・保育施設や放課後児童クラブなどの量
をまた、確保するとともに、多様な就労形態に応じた市民ニーズに対応
できる体制を充実させる。

デジタル技術を活用した手続きの簡素化等を図り、子育て世帯等の利
便性の向上に努める。

取組の方向性

子育て世帯の意見反映の仕組み・反映状況について
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令和７年度 子ども未来部の経営方針

① 佐世保市子どもまんなか計画に基づく施策の着実な実施

② すこやか子どもセンター（こども家庭センター）を核とした母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の推進

③ すぎのこ園整備事業（R7年度 設計～解体・新築工事 R８年度 新築・外構工事 R9.3月移転）

④ 公立保育所・幼稚園等のあり方 検討

⑤ 子ども・若者の居場所づくり の検討

◆経営方針・重点方針
若い世代が自らの主体的な選択により、結婚し、子どもを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの

希望に応じて社会全体で若い世代を支えていくことが基本 ※
※ 予期せぬ妊娠をされた家庭への配慮・支援も必要

令和7年度を始期とする「佐世保市子どもまんなか計画」に基づき、これから妊娠を希
望する方への更なる支援と、妊娠・出産・産後・子育て期、それぞれのステージに応じ、切
れ目なくサービスを提供する。

◆令和7年度 重点取組事項

①不妊に悩む方への特定不妊治療交通費助成

②福祉医療支給事業（高校生等世代の現物給付化）

◆令和7年度 新規拡充の取組み【シティブランディング対象事業】
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予算概要

（単位：千円）

◆施策ごとの主な事業

◆子ども未来部 令和７年度予算額（一般会計・特別会計）

令和７年度当初 令和６年度当初 前年度比

子ども未来部 計 22,316,657 19,647,202 ＋2,669,455

（内訳） 一般会計 22,255,649 19,613,552 ＋2,642,097

特別会計 61,008 33,650 ＋27,358

施策名 主な事業 Ｒ７当初予算 Ｒ６当初予算 増減額

【施策１】
母子保健の推進

母子管理対策事業 165,050 146,657 ＋18,393

伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金実施事業 168,586 165,646 ＋2,940

小児慢性特定疾病対策総合支援事業 75,678 77,544 ▲1,866

【施策２】
地域での子育て支援

放課後児童健全育成事業 873,857 831,385 ＋42,472

児童センター運営 134,517 124,573 ＋9,944

地域子育て支援センター事業 56,653 47,099 ＋9,554

【施策３】
幼児教育・保育の充実

私立保育所等運営費（施設型給付費） 9,534,117 8,644,251 ＋889,866

私立幼稚園等運営費（施設型給付費） 1,702,033 1,859,870 ▲157,837

保育所施設整備事業 415,459 64,376 ＋351,083

【施策４】
経済的支援の推進

児童手当 4,765,905 3,711,035 ＋1,054,870

児童扶養手当 1,239,441 1,142,611 ＋96,830

福祉医療支給費 874,026 777,153 ＋96,873
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No. 区分 事業内容 課 名

① 新規
不妊に悩む方への特定不妊治療交通費助成
【シティブランディング】

すこやか子どもセンター

② 拡充
妊婦一般健康診査への子宮頸がん検診項目の
追加等

すこやか子どもセンター

③ 拡充 ５歳児発達相談（対象者の拡大） すこやか子どもセンター

④ 拡充 １か月児健康診査の実施 すこやか子どもセンター

⑤ 拡充
子育て短期支援事業(親子入所）
（ショートステイ・トワイライトステイ）

すこやか子どもセンター

⑥ 新規 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 保育幼稚園課

⑦ 拡充 延長保育促進事業 保育幼稚園課

⑧ 拡充 医療的ケア児保育支援事業 保育幼稚園課

⑨ 拡充
福祉医療支給事業（高校生等世代の現物給付化）
【シティブランディング】

子ども支援課

施策 方向性
計画
該当頁

１ 母子保健の推進 ２
母子への切れ目ない支援と

育児不安の軽減

５４

５４

５５

５５

５７

３
幼児教育・保育の

充実
２

幼児教育・保育における多様
な事業・サービスの展開

６５

６５

６６

４ 経済的支援の推進 １ 経済的支援の推進 ６８

佐世保市子どもまんなか計画 令和７年度 新規・拡充事業

「佐世保市子どもまんなか計画」 と 「令和７年度 新規・拡充事業」一覧
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佐世保市における子ども・子育て施策１ 妊娠活動期～子育て期にわたる支援の充実

特定不妊治療費助成

幼児教育センター（子育て講座）

産前・産後家事育児支援

産後ケア

養育支援訪問

乳児家庭全戸訪問

子育て短期支援（親子入所）

妊婦等包括相談支援

妊婦のための支援給付交付金

子ども発達センター（医療・児童発達支援）

陣痛タクシー

新生児聴覚検査

病児保育

延長保育

現物給付
（小中学生）

現物給付
（乳幼児）

福祉医療制度
高校生等世代の
現物給付化

幼児教育保育無償化（3歳児～5歳児）第２子以降保育料無償化（1歳児～2歳児）

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）

子育て世帯訪問支援

シティブランディング

ファミリーサポートセンター

シティブランディング

すぎのこ園（児童発達支援センター）

一時預かり

地域子育て支援センター
（相談支援・育児相談）

ままんちさせぼ（相談支援）

償還払い
（高校生等世代）

子育て期
の支援

相談支援

療育支援

特定不妊治療交通費助成妊娠活動期

妊娠期・
出産～
子育て期
の支援

シティブランディング

妊婦相談

(母子健康手帳

交付）

妊婦
健診

産婦
健診

1か月
児

健診

4か月
児

健診

9～10
か月児
健診

1歳6か
月児

健診

3歳児

健診

5歳児
発達相談

学齢期

医療的ケア児保育支援

シティブランディング

法
制
化

№③№③№②

№①

№⑤

№⑥

№⑧

№⑨

拡充拡充拡充

新規

新規

拡充 拡充

拡充

発達健診（二次健診） 育児相談（臨床心理士）

№⑦
拡充
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学齢期子育て期

佐世保市子ども発達センター

診療所（保険医療機関）

児童発達支援事業所（母子通園型）

障がい児等療育支援事業（訪問療育・外来療育・施設支援）

北部
子育て支援センター
（上相浦保育所）

東部
子育て支援センター
（早岐保育所）

幼児教育センター／白南風幼稚園

保育所 53
幼稚園 6
認定こども園 47
認可外保育施設 15

（R7.4.1現在）

児童発達支援センター（市内2ヶ所）

障害児通所支援事業所
（市内47事業所）

さんりん
しゃ

児童発達支援 放課後等
デイサービス

佐世保市 教育委員会
教育支援委員会

佐世保特別支援学校

特別支援学級

（小学校158級
中学校70級）

通級指導教室
小学校9校
（言語4、情緒6）
中学校3校
（情緒3）

特別支援コーディネーター

本市では各校1～数名配置
小学校44校 103名
中学校24校 25名
義務教育学校2校 2名

（R7.4.1現在）

幼児ことばの教室校長

児童発達支援のみ 2
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽのみ 24
児童発達支援
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ併設 21

（R6.4.1現在）

すぎのこ園
通所支援・家族支援・
地域支援（園訪問など）

幼児まどか教室

県こども
医療福祉
センター

市内
医療機関

等

市内小学校 44校
市内中学校 24校
義務教育学校 2校

保育園・幼稚園・認定こども園等
（市内 121施設）

教育機関

乳幼児期

1か月児

健診

4か月児

健診

9～10か月児

健診
1歳6か月児健診 3歳児健診 5歳児発達相談

基本健診（一次健診）

発達健診（二次健診）保健指導

保健師フォロー

すくすく親子教室

併用
併用

児童福祉施設 幼児教育

医療

医療

子育て支援

福祉施設

※すぎのこ園の地域支援員
と同行訪問含む

すこやか子どもセンター

発達・療育の支援の流れ

基
本
健
診
（
一
次
健
診
）

５
歳
児
発
達
相
談

親
支
援

保
健
指
導

子
育
て
支
援

幼
児
教
育

福
祉
施
設

医
療

発
達
健
診
（
二
次
健
診
）

保育園・幼稚園など

佐世保市における子ども・子育て施策２ 本市における発達・療育支援体制
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妊娠期 乳児期 幼児期（～６歳） 学童期（～１８歳）

母子保健

児童福祉

母子保健

児童福祉

妊婦
相談

妊婦
相談

潜在的リスクも含め、
母子保健から学童期へ
の情報共有が図られ、
スムーズな支援実施が
可能となる！！

従 前

R6年4月～

8ヶ月
ｱﾝｹｰﾄ

産科
連携

全戸
訪問

4ヶ月
健診

1才6ヶ
月
児健診

3才児
健診

虐待事案
発生！！

母子保健時の潜在的リ
スクが共有されていな
いケースもある！！

8ヶ月
ｱﾝｹｰﾄ

産科
連携

全戸
訪問

4ヶ月
健診

1才6ヶ
月
児健診

3才児
健診

虐待事案
発生！！

リスクが顕在化
したときには
連携対応！！

これまでも

これからは

個別事案の情報共有・リスク顕在化時には連携対応（点的な連携）！！

統括支援員を中心にリスクが顕在化する前に情報共有・
リスク顕在化時には連携対応（面的な連携）！！

産婦
健診

産婦
健診

妊娠期 乳児期 幼児期（～６歳） 学童期（～１８歳）

佐世保市における子ども・子育て施策３ すこやか子どもセンターの取組概要
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佐世保市における子ども・子育て施策４ 佐世保市子ども発達センター

佐世保市子ども発達センターは、平成１０年４月開設以降、県北の療育拠点施設として、療育

必要児や施設等に対し、医療サービスに加え、施設支援や家族支援サービスなど、本市のみ

ならず周辺自治体も含めて、多くの患者が受診されています。

〈事業の概要〉
１ 事業内容
（１）療育部門
① 診察・訓練
子どもの心身の発達障がいの問題について、医師の診察に基づく
検査、訓練
② 児童発達支援事業
医師の診察に基づいた親子通園による小集団保育
③ 障害児等療育支援事業
県北地区の障がい児等を対象とした療育指導・相談及び施設訪問・
指導など
④ 歯科保健相談
一般の歯科での受診が困難な児に対する健診及び相談

（２）親子交流部門（地域子育て支援センター事業）
親子交流スペースの提供や子育て支援、育児相談・支援を実施

217人
245人

338人
321人

218人
337人

327人
308人

331人

373人
435人

936人

990人

1,092人

1,202人

1,252人

1,353人

1,515人

1,754人

1,801人

1,922人

1,781人

0 人

500 人

1,000 人

1,500 人

2,000 人

2,500 人

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

初診 継続

2,216人
2,132人

2,295人

1,842人

1,690人

1,470人

1,523人

1,430人

1,235人

1,153人

2,062人

子ども発達センター利用状況推移

少子化傾向にあるなか、子ども発達センターの利用状況は
10年前と比較して倍増
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【すぎのこ園・児童発達支援センターとしての機能】

すぎのこ園

◎発達に課題のある就学前の児童を対象にした通園施設
◎子ども発達センターと連携しながら、集団生活の中で子ど
もの個性を大切にした保育を実施

☆サービスの概要

①小集団保育 ②就園、就学支援、③個別支援計画の作成、評価

【本市独自の配置基準（保育士：園児＝１：２）に基づき支援】

児童発達支援センター（地域支援） ※令和３年度から実施

◎地域における障害児等支援の中核的な支援機関として、子育て環境や地域支援等の取組実施
◎相談・訪問・研修会・保育士等の実習生の受入れ・関係機関との連携・職員スキルアップ等を担う

障害児等療育支援事業

◎関係機関との連携による外来療育等の実施

※現在の「すぎのこ園」の外観。Ｒ８年度末頃を

目途に現在の所在地（干尽町）から移転整備予定。

佐世保市における子ども・子育て施策５ ～ 児童発達支援センターすぎのこ園 ～
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